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１．はじめに 
 知的財産権（特に特許・実用新案・商標及び著作権）

の侵害訴訟等では，ほとんどの場合，原告たる権利者

側（企業）から，被告たる被疑侵害者側（企業）に対

して，侵害の差止請求や損害賠償が行われるのが通例

である。 

 しかし，ごく稀にではあるが，商法266条の3（ある

いはそれを準用する有限会社法30条の3）（以下「本条」

と呼ぶ）を根拠に，被疑侵害者側の株式会社の取締役

個人（あるいは有限会社の取締役）に対して，直接損

害賠償請求するケースが存在する。 

 最高裁判所ホームページで筆者が検索した限りでは，

知的財産権関係で本条による請求が認容されたケース

は，著作権で2件（内1件は原審と控訴審），商標権で

1件存在する。 

 その一方，本条による請求が棄却されたケースは6

件存在する（そのうち，被疑侵害企業への差止請求や

損害賠償請求自体は認められたケースは4件）。 

 このように，本条による請求自体が少なく，更に，

その請求が認められる割合も低い理由は， 

 ①通常の場合には取締役個人よりも被疑侵害企業の

方に損害賠償の引当となる資産が偏在しているため，

企業を被告とした方が金銭的満足を得やすいこと 

 ②後述するように，本条の成立要件が厳しいこと 

 ③あくまで推測だが，裁判所として本条の適用可能

との心証が得られた場合，取締役個人の責任を問われ

ることを恐れるため，通常の企業を被告とする場合に

比べて，損害額認定のステージに入る前に和解等に

よって紛争が終結するケースが多いのではないか 

が挙げられよう。 

 なお，本条に基づいて，原告たる代表取締役個人に，

実用新案権による差止請求権等の不存在確認の訴えの

「訴えの利益」が認められたケースが1件存在する。 

 最高裁判所ホームページでの知的財産権関連判例

データベースには，膨大な裁判例が収録されているに

も関らず，上述のような理由から，そのうち合計わず

か10件程度しか，本条について判断したケースが存在

しないということは，知的財産権関連の訴訟における

本条の重要性は，決して高くはない，と言っても良い

であろう。 

 しかし， 

 ①被疑侵害企業の取締役が主導的に侵害行為を先導

した場合（本条の成立要件が満たされやすく，しかも

取締役の帰責性が高くて心情的に許容し難い場合） 

 ②被疑侵害企業に比べて取締役個人に資産が偏在し

ている場合（企業が倒産状態にある，または侵害訴訟

敗訴によってその虞がある場合も含む） 

 ③被疑侵害企業の取締役にプレッシャーをかけ，有

利な和解等に向けての糸口としたい場合等 

には本条の適用価値が存在すると考えられる。 

 そこで，このような場合に備えて，本条による損害

賠償請求に関わる諸問題について考察してみた。 

 

２．本条の立法趣旨 
(1) 最高裁昭和44年11月26日大法廷判決（昭和39 

(ｵ)1175損害賠償請求事件）（民集23巻11号2150頁） 

において，最高裁は本条の法意が以下のようなもので

あると判示した（①～④および下線は筆者による）。 

 「法は，株式会社が経済社会において重要な地位を

占めていること，しかも株式会社の活動はその機関で

ある取締役の職務執行に依存するものであることを考

慮して，第三者保護の立場から，取締役において悪意
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３．本条関連の主な知的財産権関連判例の紹介お

よびコメント 

または重大な過失により右義務（善管注意義務および

忠実義務）に違背し，これによって第三者に損害を被

らせたときは，取締役の任務懈怠の行為と第三者の損

害との間に相当の因果関係があるかぎり，①会社がこ

れによって損害を被った結果，ひいて第三者に損害を

生じた場合であると，②直接第三者が損害を被った場

合であるとを問うことなく，当該取締役が直接に第三

者に対し損害賠償の責に任ずべきことを規定したので

ある。」「以上のことは，取締役がその職務を行うに

つき故意または過失により直接第三者に損害を加え

た場合に，③一般不法行為の規定によって，その損害

を賠償する義務を負うことを妨げるものではないが，

取締役の任務懈怠により損害を受けた第三者としては，

④その任務懈怠につき取締役の悪意または重大な過失

を主張し立証しさえすれば，自己に対する加害につき

故意または過失のあることを主張し立証するまでもな

く，商法266条の3の規定により，取締役に対し損害の

賠償を求めることができる。」 

 （最高裁データベースに基づく。(a)等は筆者による。） 

＜本条に基づく取締役個人への損害賠償請求が認めら

れた事例＞ 

(1-1) 平成12年4月18日 大阪地裁平成11(ﾜ)4804等 

著作権民事訴訟事件 

①事案の概要 

 本件は，音楽著作権の仲介団体である原告が，カラ

オケ歌唱室（カラオケボックス）の経営者等に対し，

原告の許諾を得ずに，原告が著作権を管理する音楽著

作物（以下「管理著作物」という）を使用してカラオ

ケ歌唱室を経営していたことは，原告の著作権を侵害

するとして，著作権法114条2項，民法704条，709条，

719条及び商法266条の3第1項に基づいて，損害賠償又

は不当利得の返還を請求した事案である。 

②判旨（本条関連部分） 

(2) 図を参照して解説する。 
 

商法266条の3 

 ↓         →①会社に損害有り→  ↑ 

会社⇒委任⇒取締役－任務違背行為→ →第3者に損害 

 証拠（甲7ないし27，被告【B】本人）によれば，原

告は，平成二年四月九日に本件各店舗においてカラオ

ケボックスとしての営業が行われていることを発見し，

平成二年五月一四日に本件各店舗に電話をして，部屋

数，設置されているカラオケ装置の種類，開店年月日

を確認したのを始めとして，A事件の訴訟提起に至る

までに，被告らとの間で，概要，別紙六交渉経緯記載

のとおりの著作物使用許諾契約についての交渉等を

行ったことが認められる。 

商法254条Ⅲ ↑         →②会社に損害無し→  ↓ 

商法254条の3   ③民法709条（第3者損害への故意・過失必要） 

④商法266条の3（任務懈怠についての悪意，重過失必要） 
 

 

 そして，証拠（甲25，被告【B】本人）によれば，被

告【B】は，遅くとも平成三年二月一四日の時点におい

ては，管理著作物をカラオケ歌唱室において利用する

場合には，原告の許諾を得なければならないことにつ

いては認識していたものと認められる。 

 そうすると，被告【B】は，遅くとも平成三年二月一

四日以降は，被告Kの代表取締役として本件各店舗の，

また，被告Ｏの取締役としてKA店の，カラオケ歌唱

室における音楽著作物の使用について，原告から著作

権法の趣旨の説明，過去の著作物使用料相当額の精算

処理及び著作物使用許諾契約の締結の催告等を受け，

本件各店舗のカラオケ歌唱室における管理著作物の使

用が著作物の無断使用による著作権の侵害行為に当た

ること，及び，無断使用期間の使用料相当損害金及び

遅延損害金を支払った上，利用許諾契約を締結しなけ

ればならないことを知りながらこれを放置し，右支払

 ①取締役の任務懈怠によって会社が損害を被り，こ

れによって第三者が損害を被った場合（間接侵害）の

みならず 

 ②取締役の行為によって直接第三者が損害を被った

場合（直接侵害）の，双方をカバーすることが示され

また， 

 ③当該②の場合にも，民法709条に基づく当該第三

者から当該取締役への損害賠償請求は許容されること

および， 

 ④当該②の場合には，本条に基づいて会社に対する

当該取締役の悪意，重過失を主張・立証すれば，民法

709条に基づいて当該第三者の損害に対する故意・過

失を立証せずとも，当該取締役に対して損害賠償を請

求できること 

が判示された。 
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及び契約締結をせずに管理著作物の使用を継続するこ

とによって原告の著作権を侵害し，これにより原告に

損害を与えたものと認められるから，取締役としての

任務の懈怠について，少なくとも重過失があると認め

られる。(a) 

 この点，被告【B】は，被告【B】が被告 K 及び被告 O

の業務執行あるいは意思決定として，著作権使用料相

当額の金銭の支払義務を履行しなかったとしても，会

社が対外的に当然負担する必要のある債務を負担する

だけであり，被告 K 及び被告 O は，特に損害を被るわ

けではないから，被告【B】の会社に対する任務懈怠行

為は存在しないと主張する。しかし，商法二六六条ノ

三第一項の規定は，第三者保護の立場から，取締役が

悪意又は重大な過失により会社に対する義務に違反し，

よって第三者に損害を被らせたときは，取締役の任務

懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係が

ある限り，会社が右任務懈怠の行為によって損害を

被った結果，ひいて第三者に損害を生じさせた場合で

あると，直接第三者が損害を被った場合であるとを問

うことなく，当該取締役が直接第三者に対し損害賠償

の責に任ずることを定めたものであるところ（最高裁

昭和四四年一一月二六日大法廷判決・民集二三巻一一

号二一五〇頁参照），被告【B】は，前記のとおり，取締

役としての任務を懈怠して，直接に第三者たる原告に

損害を与えたものであって，右著作権侵害行為により

被告K及び被告Oが何らの損害を被っていないとして

も，当該事実は被告【B】の商法二六六条ノ三第一項に

基づく責任に影響を与えるものではなく，被告らの主

張は失当といわざるを得ない。(b) 

 また，被告【B】は，被告 K 及び被告 O とすれば，当

時負担していた経費以外にさらに著作物使用料を負担

するとすれば，会社の経営存続を危うくする可能性が

あり，会社の経営判断として，敢えて，原告との使用

料契約を締結しなかったという側面もあると主張して，

取締役としての任務懈怠についての重過失の存在を否

認する。しかし，被告【B】は，原告の許諾を得ずに本

件各店舗のカラオケ歌唱室において管理著作物を使用

することにより，日々，被告 K 及び被告 O の業務執行

として，原告の著作権を侵害する行為を継続し，これ

によって原告に損害を与え続けたものであるから，通

常の商取引等に基づく債権について，会社の経営判断

として支払を拒絶する場合と同列に論じることはでき

ない。被告【B】の主張は，著作権侵害行為の継続を正

当化する理由とはなり得ないことが明らかであるから，

これを採用することはできない。(c) 

 さらに，被告【B】は，会社が既にカラオケ機器のリー

ス代金や有線カラオケの料金などを負担していたこと

から，その中に当然原告への使用料も含まれているも

のと解釈し，それ以上に原告に対しても著作物の使用

料を支払うことの正当性に強く疑問を抱いていた，あ

るいは，カラオケ歌唱室における著作物の利用につい

て，原告に使用料を支払う義務があるか否かは一義的

に明確ではなく，最終判断を裁判所に委ねることも会

社経営上の判断としては認められるべきであるなどと

も主張する。しかし，前記のとおり，被告【B】は，遅

くとも平成三年二月一四日の時点においては，管理著

作物をカラオケ歌唱室において利用する場合には，原

告の許諾を得なければならないことについては十分に

認識しており，証拠（甲25）によれば，被告【B】が問

題としていたのは，もっぱらその使用料の算定方法，

額，あるいは他のカラオケ歌唱室営業者の原告との契

約率などであると認められるから，被告【B】の主張を

採用することはできない。 

 したがって，被告【B】は，平成三年二月一四日以降

に被告K及び被告Oが本件各店舗において別添カラオ

ケ楽曲リスト記載の管理著作物を使用したことにより，

原告に与えた損害について，被告 K 及び被告 O と連帯

して，損害を賠償する責任がある。(d) 

③コメント 

 (a)について：「会社の取締役が，著作権利用許諾契

約を締結する義務を知りながらこれを放置する行為」

が「取締役としての任務の懈怠について重過失あり」

と評価される。 

 (b)について：上記最高裁判例（昭和44年11月26日

大法廷判決）によって，取締役は（会社の業務につい

ての）その任務を懈怠した結果，会社に損害を与えな

くても，直接に第3者に損害を与えた場合には，本条

が適用されることを敷衍している。 

 (c)について：会社の業務執行を行うこと自体が著作

権侵害に直結している，本件のような場合には，通常

の商取引に付随して債務の支払いを拒絶することとは

次元が異なると判断されている。 

 つまり，通常の商取引に付随して，会社の正当な経

営判断として，種々の債務の支払いを拒絶するだけで
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は，本条における「任務懈怠についての悪意・重過失」

とは必ずしも該当しないが（例えば，経営難に陥って

いる一般企業が，銀行への債務の弁済を一時的に遅延

する場合等），自社の業務の根幹に関わる債務の弁済を

拒否すること（例えばカラオケ歌唱室を経営する会社

が，カラオケの著作権利用料金を支払わない場合等）

は，「任務懈怠」となり得る，というのである。 

 (d)について：商法266条の3の要件を満たすと認定

された結果，裁判所は，被告取締役【B】と，【B】が取

締役を務める株式会社Ｋに，「連帯して」損害賠償責任

を認定している。 

 これについての考察は別途，以下「４．考察」の項

で行う。 

 

(1-2) 平成12年12月22日 大阪高裁平成12(ﾈ)2042 

著作権民事訴訟事件 

①事案の概要 

 上記(1)事件の控訴審である。 

②判旨（本条関連部分） 

 控訴人らは，控訴人【A】には任務懈怠について故意

又は重過失がないと主張する。 

 前記争いのない事実等及び甲第七ないし第二六号証，

第二七号証の一，二，第三〇号証の一ないし四，第三

一ないし第三三号証，控訴人【A】本人尋問の結果によ

れば，次の事実が認められる。 

 昭和六三年三月一五日，最高裁は，クラブ・キャッ

ツアイ事件につきカラオケスナックにおけるカラオケ

歌唱が著作権侵害に該るとの判決を言渡し（民集四二

巻三号一九九頁），右判決は，新聞等で広く報道された。

被控訴人は，カラオケ歌唱室の大手経営者と協議の上，

平成元年四月以降，全国的にカラオケ歌唱室に関する

許諾徴収業務を開始した。雑誌「月刊カラオケファン」

一九八九年（平成元年）九月号は，「カラオケボックス

の健全経営について考える」との記事中で，カラオケ

ボックスの経営のためには，「JASRAC の届出をする

（五坪以内でも）」と記載し，「電波新聞」一九八九年

（平成元年）九月一日号は，被控訴人のカラオケボッ

クスについての著作権使用料の徴収が順調に進んでい

るとの記事を掲載し，「ビデオ流通新聞」一九八九年

（平成元年）九月一五日号は，「特集カラオケボック

ス」という記事中で，「著作権料の支払もきっちり行わ

なければならない」とした上，被控訴人の本部の電話

番号も記載している。(a) 控訴人【A】は，控訴人 K が

本件各店舗を経営していた平成二年一月二六日から平

成一一年五月三一日までの期間において同社の代表取

締役として，また，控訴人 O が KA 店を経営していた

平成元年一一月一日から平成八年四月三〇日までの期

間において同社の取締役として，本件各店舗の営業を

管理支配し，業務を執行していた。被控訴人は，平成

二年四月九日，本件各店舗でカラオケ歌唱が行われて

いることを知り，同年五月一四日，本件各店舗に電話

をし，利用許諾契約締結の必要性を説明し，後日送付

する利用許諾申込書類に必要事項を記入の上返送する

よう求め，同年五月一五日，本件各店舗宛に説明文

書，利用許諾申込書類を送付し，同年六月一四日，本

件各店舗宛に督促文書を送付し，同年七月四日，本件

各店舗に電話をかけ控訴人【A】と話し合いたいので連

絡するよう申し入れ，同年九月二七日，控訴人【A】

に書留郵便で督促文書を送付し，被控訴人の許諾を得

て適法に音楽を利用するように警告し，同年一〇月一

九日，控訴人【A】の自宅宛に電話をし被控訴人大阪支

部宛に連絡するよう申し入れ，同年一二月一四日，控

訴人【A】に対し，書留郵便で督促文書を送付し，被控

訴人の許諾を得て適法に音楽を利用するように警告し

たが，いずれの場合も，控訴人らから何らの連絡もな

く(b），平成三年二月一四日，電話で控訴人【A】と契

約締結交渉をした際，控訴人【A】は，ホテルの CCTV

使用料の算定はいい加減であるとか，飲食店の営業

面積五坪以下の店の免除はおかしい等と主張してい

た。(c) 

 右事実によれば，控訴人【A】は，控訴人 K の代表取

締役として，また，控訴人 O の取締役として，本件各

店舗の営業を管理支配し，業務を執行し，平成元年一

一月一日当時，営利目的でカラオケ歌唱により音楽著

作物を適法に利用することについて被控訴人の許諾が

要ることが一般的知識となっていた状況(d)において，

同日以降，被控訴人との著作物利用許諾契約手続を取

ることなく本件各店舗での営業を行ったのであるから，

本件著作権侵害につき（軽）過失があったということ

ができ(e)，したがって，控訴人 K，同 O は著作権侵

害の不法行為責任を負うに至ったということができる。

そして，控訴人【A】は，その後，被控訴人から度重な

る利用許諾契約締結の督促を受け，平成三年二月一四

日以降，カラオケ歌唱室，カラオケボックスについて
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著作物利用許諾契約手続が必要であり，その旨被控訴

人から具体的手続きを求められている状況を認識しな

がら，使用料の算定につき苦情を述べるなどして，右

手続をせずそのまま放置してきたというべきであり，

したがって，少なくとも，右平成三年二月一四日の時

点で控訴人ら会社が著作権を侵害して損害賠償責任を

負うことのないように措置する取締役の任務を悪意又

は重大な過失により懈怠したということができる。(f) 

 カラオケ歌唱室を経営する会社が著作権を侵害して

損害賠償責任を負うことのないように措置することは

取締役の任務ということができ，控訴人らの主張は，

会社に不法行為を行わせることが取締役の正常な業務

の遂行であることを論理的前提とするものであり，相

当でない。 

 他方，被控訴人は，控訴人【A】の責任は平成元年一

一月一日から認められるべきであると主張する。 

 しかし，右で認定した事実経過に照らしても，右平

成三年二月一四日前の段階において，控訴人【A】に任

務懈怠についての悪意又は重大な過失があったとまで

は認め難いから，被控訴人の主張も採用することがで

きない。 

③コメント 

 (a)(d)(e)について：控訴人（原審被告）の抗弁「カ

ラオケ歌唱室の経営において，その経営者が原告に対

し著作物使用料を支払う必要があるか否かについて，

著作権法は一義的に明確ではなく，これを肯定した最

高裁判例もない状況下であった」に対して，被控訴人

（原審原告）が上記最高裁判例，およびその後のマス

コミによる著作権契約の必要性についての報道を引用

して再抗弁し，裁判所がその主張を大筋で認めている。 

 (b)について：控訴人に対する，度重なる督促を行っ

たが，控訴人から応答が無かった時点で，控訴人の「軽

過失」を認定している。 

 (c)(f)について：控訴人が契約締結の必要性自体は

認識していることを示唆する発言があった時点で，控

訴人の「重過失」を認定している。 

 

(1-3) 平成12年3月23日 大阪地裁平成11(ﾜ)7626 

著作権民事訴訟事件 

①事案の概要 

 本件は，音楽著作権の仲介団体である原告が，カラ

オケ歌唱室（カラオケボックス）の経営者等に対し，

原告の許諾を得ずに原告が著作権を管理する音楽著作

物（以下「管理著作物」という）を使用してカラオケ

ボックスを経営したことは，原告の著作権を侵害する

として，音楽著作物の使用差止め及びカラオケ関連機

器の撤去を求めるほか，民法709条，719条，有限会社

法30条の 3第 1項，商法266条の 3第 1項に基づいて，

損害賠償を請求している事案である。 

②判旨（本条関連部分） 

 証拠（甲7～27）によれば，原告は，平成三年一月

九日に本件第一店舗を訪れ，翌一〇日付で著作権法及

び著作権管理団体としての原告の説明並びに著作物使

用許諾契約についての説明を記載した「音楽をご使用

になる場合の使用許諾契約と手続のご案内」と題する

書面を本件第一店舗に送付したのを始めとして，その

後も継続的かつ多数回にわたって本件各店舗，被告 B

宅（被告 C 宅，被告 K 本店所在地，被告 Y 開発本店

所在地も同一）を訪問し，あるいは電話，文書等で，

著作権法の趣旨の説明，過去の管理著作物の使用にか

かる使用料相当額の精算処理及び著作物使用許諾契約

の締結の催告等を行っていたこと，その間，被告 B あ

るいは被告 C は，原告の右説明，催告等に対応してい

たことが認められる(a)（例えば，原告による本件各店

舗に関する文書の送付についてみても，前記のほか，

本件第一店舗につき平成三年七月一一日付，同年八月

三〇日付，平成四年五月二五日付，同年六月二五日付，

平成五年六月三〇日付，同年九月二二日付，平成六年

七月二一日付，平成七年四月一四日付，同月二八日付，

同年一〇月一一日付，平成八年一月二六日付，同年三

月二五日付，同年七月二日付で各送付し，また，本件

各店舗について同年一二月一〇日付，平成九年三月一

八日付，平成一一年四月八日付，同月一六日付，同年

五月一九日付（警告書），同年六月一七日付（警告書・

内容証明郵便）で各送付し，原告の被告らへの訪問に

ついても，少なくとも九回は本件各店舗又は本店を訪

れており，長期間かつ多数回にわたる）。 

 右各事実によれば，被告 B は被告 K の代表取締役と

して本件第一店舗の，また，被告 C は被告 Y 開発の代

表取締役として本件各店舗の，カラオケ歌唱室におけ

る管理著作物の使用が著作物の無断使用による著作権

の侵害行為に当たること，及び，無断使用期間の使用

料相当損害金及び遅延損害金を支払った上，利用許諾

契約を締結しなければならないことを知りながらこれ
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を放置し，右支払及び契約締結をせずに管理著作物の

使用を継続していたものと認められ，右取締役として

の職務の懈怠について，少なくとも重過失があるもの

と認められる。(b) 

 したがって，被告 B は，被告 K が本件第一店舗を経

営していた期間についての管理著作物の使用について

有限会社法三〇条ノ三第一項により，また，被告 C は

被告Y開発が本件各店舗を経営していた期間について

の管理著作物の使用について商法二六六条ノ三第一項

により，それぞれ会社と連帯して原告が被った損害を

賠償する責任があるというべきである。(c) 

③コメント 

 (a)(b)について：「被告が，著作権契約の依頼につい

ての原告の説明，督促に対応していたこと」に「被告

の取締役としての職務の懈怠について重過失」を認め

ている。 

 上記(3)の裁判例で裁判所は，上記最高裁判決後，マ

スコミ等による報道を経た，平成元年11月には，カラ

オケ歌唱により音楽著作物を適法に利用することにつ

いて被告の許諾が必要であることが一般的知識となっ

ていたと判断し，その時点で被告からの許諾無しにカ

ラオケボックスの営業を行うことについては軽過失を

認定している。 

 そして，本判決では，更に，平成3年初めにおいて

は，その時点で被告からの許諾無しにカラオケボック

スの営業を行うことについては重過失を認定している。 

 (c)について：上記裁判例 (1-1)のコメント(d)と同

様に，取締役と「会社」に連帯して責任を認めている。 

 

(1-4) 平成14年2月25日 東京地裁平成12(ﾜ)21175 

商標民事訴訟事件 

①事案の概要 

 本件は，原告らが，別紙第１標章目録(一)ないし(九)

及び別紙第2標章目録(一)ないし(七)記載の各標章（以

下「本件各標章」と総称する）を付したティーシャツ

（以下「本件商品」という）を並行輸入し，販売した

被告 L（以下「被告 L」という）に対して，商標権侵

害を理由として上記行為の差止めを，被告らに対して，

損害賠償及び謝罪広告の掲載等を請求した事案である。 

②判旨（本条関連部分） 

 前記で認定した事実を基礎として，被告 L が本件商

品を輸入し，販売するについて，過失がなかった否か

（すなわち，商標法39条，特許法103条の推定を覆す

事情が存在したか否か）について検討する。 

 被告らは，OP社が N 社に交付した P 書簡には，OP

社が N 社に対して本件各商標の使用を許諾した旨の記

載があり，被告Rはこれを信用して本件商品を輸入，販

売したのであるから，被告らに過失はない旨主張する。 

 しかし，被告らの主張は，以下のとおりの理由から

採用できない。すなわち，P書簡には，「OP社は，合衆

国のブランドである‘Ocean Pacific’又は‘OP’をフィ

リピン国内で扱うサブライセンシーとしてＮ社を指名

する手続中です。」（第2文）と記載されており，同記

載を読めば，OP 社と N 社との間の本件各商標の使用

許諾についての契約が未だ成立していないことは十分

認識できたといえる。(a) 

 ところで，P書簡には，「N 社は，平成10年12月1日

から原告 OPの商品を製造，販売することができるで

しょう。」（第3文）との記載があり，平成10年12月 1

日付けの作成日と併せて読むと，上記の日に N 社に使

用を許諾したとの誤解を与える可能性がないではない。 

 しかし，上記のように，同書簡は，その直前の文が

「OP 社は N 社をサブライセンシーとして指名する手

続中である」と記載されている以上，その文面の不自

然さや矛盾に気付くはずである。(b) そうすると，本

件商品を輸入しようとする者は，同書簡の第3文に都合

の良い記載を発見したとしても，OP 社に問い合わせ

るなどして，同書簡が作成された経緯や契約内容を調

査すべき義務があるというべきである。本件全証拠に

よっても，被告 L は，このような調査義務を尽くした

事実は認められず，そうすると被告 L には，本件各商

標権の侵害行為をしたことについて過失がないとする

事情は存在しない。(c) 

 以上のとおり，被告 L には，本件商品を輸入，販売

するに当たり，本件商品がいわゆる真正商品であると

誤認したことについて過失がないとする事情が存在し

ないことは明らかであるから，被告 L は不法行為に基

づいて損害賠償をすべき責任を負う。また，被告 R は，

いわゆる真正商品であるとして本件商品を輸入，販売

したことに重過失があるといえるから，商法266条の3

に基づいて，損害賠償をすべき責任を負う。 

③コメント 

(a)(b)(c)について：商標権侵害については，被疑侵害

者側の過失が推定される（商標法39条，準用特許法103
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条）ので，被疑侵害者が勝訴するためには，この「過

失の推定」を覆滅しなければならない。被告はこれに

失敗し，「過失の推定」が存続することとなった。以上

は民法709条の「過失」の問題である。 

 他方，本条に関して，商標権の（サブ）ライセンス

契約に際しては細心の注意が必要であるとして，契約

文書に疑義があるのに，被告取締役が商標権者に直接

照会せず，逆に商標権者からの接触を避け，侵害行為

を継続した点に，重過失を認めている。 

 

＜本条に基づく取締役個人への損害賠償請求が認めら

れなかった事例＞ 

(2-1) 平成12年10月31日 東京地裁平成09(ﾜ)12191 

商標権等民事訴訟事件 

①事案の概要 

 本件は，原告が被告株式会社 R（以下「被告会社」

という）に対し，被告会社が輸入し国内で販売する別

紙物件目録(二)ないし(八)記載の回転式立体組合せ玩具

（以下，「被告商品」と総称することがある）は，原告

が製造販売し，その形態が原告の商品であることを表

示するものとして需要者の間に広く認識されている別

紙物件目録(一)記載の回転式立体組合せ玩具（以下「原

告商品」という）と形態が類似し，原告商品と混同を

生じさせており，被告会社による被告商品の輸入，販

売は不正競争防止法2条 1項 1号に該当する不正競争

行為であるとして，右行為の差止め及び損害賠償を求

め，また，被告会社が被告商品に付した別紙被告標章

目録(一)ないし(五)記載の標章（以下，「被告標章」と総

称することがある）が，おもちゃ等を指定商品とする

原告の登録商標と類似しており，商標権侵害に当たる

として，当該標章の使用の差止め及び損害賠償を求め，

併せて，被告会社の代表者である被告【C】（以下「被

告【C】」という）に対し，被告【C】はその職務を行う

につき悪意又は重大な過失があったとして，商法266

条の 3第 1項に基づき，被告会社と連帯して損害賠償

金を支払うことを求めた事案である。 

②判旨（本条関連部分） 

 被告【C】が被告会社の代表取締役として被告標章を

付した被告商品の販売に関わった行為は，前判示のと

おり，本件商標権の侵害に結びつく行為ではあったが，

不正競争行為に該当するものではないところ，本件で

は，被告【C】が本件登録商標の存在を知りながらあえ

て被告標章を被告商品に付して販売したとは証拠上認

められず，他に被告【C】において取締役の職務の遂行

につき悪意・重過失があったと認めるに足りる事情も

窺われない(a)から，原告の主張は採用できない。 

③コメント 

 (a)について：この判旨を反対解釈すれば，商標権侵

害において被告取締役に「職務の遂行につき重過失」

が認められるためには，「被告が本件登録商標の存在を

知りながらあえて被告標章を被告商品に付して販売」

する必要があることになる。 

 

(2-2) 平成12年12月12日 大阪地裁平成08(ﾜ)1635 

特許権民事訴訟事件 

①事案の概要 

 本件は，発明の名称を「複層タイヤ」とする特許発

明の特許権者である原告が，被告 K 株式会社並びにそ

の代表取締役及び取締役らであるその余の被告らに対

し，被告 K 株式会社の製造，販売する複層タイヤは同

発明の技術的範囲に属すると主張して，その差止め等

と損害賠償を請求した事案である。 

②判旨（本条関連部分） 

 原告は，被告【C】が，被告会社の代表取締役とし

て，その職務の遂行として複層タイヤを製造，販売し

た旨主張するが，前記のとおり，被告会社が A 型タイ

ヤ等の製造，販売を行ったことは認められるものの，

被告【C】が右行為にどの程度の関与をしたかについて

は，これを明らかにする証拠はない。 

 したがって，被告会社による A 型タイヤの製造，

販売が本件特許権を侵害していることについて，被

告【C】個人に故意，過失があることを基礎付ける事

実，すなわち，被告【C】に対する損害賠償義務を基

礎付ける事実を認めることができないといわざるを得

ないから，原告の被告【C】に対する請求は理由がな

い。(a) 

 原告は，被告【D】及び被告【E】が，被告会社の取

締役として，会社の違法な営業行為については未然に

防止し，すでに違法行為を行っているときにはこれを

直ちに中止すべき注意義務があるのに，これを怠った

重大な過失がある旨主張するが，本件において，被告

【D】及び被告【E】に，取締役の職務を行うにつき重

過失があったこと（商法二六六条の三）を認めるに足

りる証拠はない(b)から，原告の被告【D】及び被告【E】
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に対する請求は理由がない。 

③コメント 

 (a)(b)について：特許法103条による「過失の推定」

は，あくまで侵害者たる被告企業に妥当し，取締役個

人には及ばない。 

 取締役個人に重過失があるか否かは，別途，当該取

締役の，特許権侵害行為に対する関与の程度および，

その過失の程度を主張立証する必要があることになる。 

 

＜本条に基づいて確認訴訟の訴えの利益が認められた

事例＞ 

(3-1) 昭和44年10月31日 大阪地裁昭和42(ﾜ)6681 

実用新案権民事訴訟事件 

①事案の概要 

 原告 M 株式会社および同株式会社 S（以下，原告両

会社という）は，別紙(二)，(三)（物件目録(一)，(二)およ

び各添付図面）に記載の各腰裏（以下，別紙(二)に記載

の腰裏を(ｲ)号と，別紙(三)に記載の腰裏を(ﾛ)号と，い

う）の製造販売をして現在に至っている。原告【D】

は上記原告両会社の取締役である。 

 被告【A】（以下被告【A】という）は，登録第512187

号実用新案権（以下，本件実用新案権という）の実用

新案権者であり，被告 H 株式会社（以下，被告会社と

いう）は，被告【A】を代表者とし，腰裏の製造販売を

業とする会社であるところ，右両被告は，原告両会社

の製造販売する(ｲ)号および(ﾛ)号が，本件実用新案権

の権利範囲に属すると主張し，昭和42年2月末頃以降，

原告株式会社 S に対し，(ｲ)号および(ﾛ)号の製造販売

の中止を要求するとともに，原告両会社の取引先であ

る訴外 K 株式会社および同株式会社 V に対しても，口

頭や書面をもって，(ｲ)号および(ﾛ)号は本件実用新案

権の侵害品であるから，その販売を中止されたく，こ

れに応じない場合には，右訴外会社らの取引先である

デパートや小売店に対しても相当の処置を講ずる用意

があるなどの通告をした。 

 しかしながら，(ｲ)および(ﾛ)号は，次に述べるとお

り，何ら本件実用新案権を侵害するものでなく，被告

らは原告両会社に対し，(ｲ)号および(ﾛ)号の製造販売

等の差止請求権を有しないとして原告が差止請求権等

の不存在確認を求めた事案である。 

②判旨（本条関連部分） 

 もつとも，原告【D】に関しては，第三者である原告

両会社に対する被告【A】の差止請求権の存否につい

て，確認の利益を有するかどうかが問題となり得るけ

れども，同原告は，原告両会社の取締役（同原告が原

告両会社の代表取締役であることは，同原告本人尋問

の結果および弁論の全趣旨により明らかである。）と

して，商法二六六条の三に則り，原告両会社の(ｲ)号

および(ﾛ)号の製造販売行為について，被告【A】か

ら，損害賠償責任の追求を受けるおそれがあるといえ

るから，その前提事実となるべき差止請求権の存否に

ついて，同被告との間で確認の利益を有するものとい

うべきである。(a) 

③コメント 

 (a)について：民事訴訟には3つの類型（給付の訴え，

確認の訴え，形成の訴え）が存在するが，本件のよう

な確認の訴えには，原告側の訴えの利益が必要である。 

 その理由は，給付の訴え等と異なり，確認の訴えは，

ある法律関係の存否を確認するだけなので，それだけ

では，民事訴訟の究極目的たる紛争の解決にならない

場合があるため，紛争の解決に資する訴えのみに限定

するためである。本件では取締役自身が商法266条の3

によって被告権利者から損害賠償請求される可能性が

あることを理由として，訴えの利益が認められている。 

 本件で，取締役本人が原告の一人となった理由は明

らかではないが，恐らく当該取締役自身が損害賠償債

務を負うことの無いように，念のためになった，と推

測する。 

 このように，差止請求権や損害賠償請求権の不存在

確認の訴えを，会社の取締役自身が起こす場合にも，

商法266条の3が有用である。 

 

４．考 察 
(1) 取締役に任務懈怠についての重過失が認めら

れるための要件 

 ①総論 

 本条による請求が認められるためには，取締役自身

に，特許権者等に対する損害を与える（特許権等の侵

害を行う）ことについての故意・過失ではなく，会社

の機関である取締役が行う職務執行が会社との関係で，

任務懈怠と評価でき，かつ，その任務懈怠についての，

取締役の悪意，又は重過失が必要である。この点では

民法709条に基づく損害賠償請求を行う場合とは大き

く異なる。 

パテント 2003                  －62－                  Vol.56 No.2 



知的財産権侵害訴訟における商法266条の3の役割 

 この2つの要件が満たされた，上記裁判例（1-1）（1-2）

（1-3）から判断すれば，会社が知的財産権の侵害を行

うにつき，取締役の作為あるいは不作為が会社との関

係で任務懈怠と評価でき，かつ，その任務懈怠につい

ての，取締役の悪意，又は重過失が認められるために

は， 

(ｲ)当業者が，問題となっている被疑侵害行為が，客

観的に「侵害」と認識し得る状況が存在し， 

   ⇒上記裁判例（1-2）の(a)(b)参照 

 取締役が， 

(ﾛ)会社が知的財産権を侵害し，それによって権利者

に損害を加えていることを認識し， 

   ⇒上記裁判例（1-1）の（a），(1-2)の(b)(c)，

(1-3)の(a)，(2-1)の（a：反対解釈）を参照 

(ﾊ)当該知的財産権に係る会社の製品あるいは事業

が，会社全体の製品あるいは事業において非常に重要，

あるいは不可欠であることを認識し， 

   ⇒上記裁判例(1-1)の(c)参照 

(ﾆ)ライセンス料を支払わねばならず，さもなければ

権利者から損害賠償を受けることを認識し， 

   ⇒上記裁判例（1-1）の(a)，(1-2)の(c)，(1-3)

の(a)参照 

(ﾎ)それにも関らず，知的財産権侵害を継続する 

   ⇒上記裁判例(1-1)の(a)，(1-2)の(f)参照 

ことが必要である，と考えられる。 

(ｲ)の要件については，最高裁判例や業界雑誌等からの

知識から，その業界の当業者の一般常識として，その

ように認識することが当然と言えることが要求されて

いる。また，権利者から警告を受け，権利者に対して

黙示的にでも(ﾛ)(ﾆ)の認識の自白がなされたことが重

要な要素となっている。 

 上記裁判例（1-4）は，サブライセンス契約の存在が

業界の常識によれば非常に疑わしいにも関らず，権利

者に敢えて問い合わせ等をせず，権利者からの警告後

も権利侵害行為を継続した点に，取締役の任務懈怠に

ついての重過失を認めた事例であり，ライセンス契約

の有効・無効に関る，多少特殊な事例なので，上記一

般論では考慮しなかった。 

 ②本条の適用は著作権，商標権侵害について認容さ

れやすい 

 本稿で取り上げた裁判例中，本条による請求が認め

られたのは，著作権事件3件（うち2件は同一事件の

原審とその控訴審），および商標権事件1件であり，特

許権の事件では（被告企業への差止請求および損害賠

償請求は認められているが）本条による請求は否定さ

れている。 

 筆者は，これは偶然の結果では無い，と考える。 

 つまり，著作権，特にカラオケにおける音楽著作権

の存在，および利用許諾契約の必要性は，「クラブ・

キャッツアイ事件」最高裁判例等から周知の事実であ

るし，被告が利用している音楽著作物と原告が著作権

を有する音楽著作物は明らかに同一である。そのため，

権利侵害自体が明白であるし，「カラオケ歌唱室を経営

する会社が著作権を侵害して損害賠償責任を負うこと

のないように措置することは取締役の任務（上記裁判

例（1-1）等判旨）」であるので，権利侵害行為を継続

すれば，取締役の任務違背行為について故意・重過失

が存在すると容易に評価できる。特にカラオケ歌唱室

の経営においては，自己の業務の根幹が著作権の利用

に係るため，著作権侵害による損害賠償金を支払うこ

とは，他の付随的な対外的債務とは比べ物にならない

程重要性を持ち，その点についての取締役の責任も大

きいと考えられる。 

 商標についても，原告の商標権に係る商標及びその

指定商品等と，被告が無断使用する商標及び当該商標

を付する商品等が一致すれば，同様のことが言える。 

 一方，特許権，実用新案権の侵害・非侵害の認定は

通常容易ではないし（均等論等も視野に入れればなお

さらである），仮に侵害と判断されても，当該特許に係

る被告企業製品が，被告企業の数多くの製造・販売製

品のうちの，極一部にすぎず，当該特許権等侵害に対

して想定される損害賠償金の支払いも，被告企業の売

上・利益等と比較して僅少であれば，当該特許権等を

侵害しないような注意義務を払わなかったことを，当

該「取締役において悪意または重大な過失によって善

管注意義務（商法254条 3項）あるいは忠実義務（商

法254条の3）に違反した」と認定するのは容易では無

いであろう。 

 ③特許権，実用新案権侵害において本条に基づく請

求が認容されるための要件 

 しかし，上述のような一般的要件に基づいて，以下

のような具体的要件を満たせば，特許権等の侵害事件

でも本条に基づく請求が認容され得る，と考える。 

 つまり，特許を例にとると， 
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 (ｲ)特許明細書中のある実施例が特許請求の範囲に

よって明確にカバーされており， 

 (ﾛ)被疑侵害者が実施例をそのまま実施し， 

  ＜(ｲ)(ﾛ)により客観的に侵害が存在することが推

認される＞ 

 (ﾊ)弁護士，弁理士による「侵害あり」の鑑定を提示

して，多数回警告・説明を行い， 

 (ﾆ)被告取締役が侵害の事実を黙示的にでも肯定し

（例えば「他社も侵害している」「ライセンス料を安く

できないか」等の発言）， 

  ＜(ﾊ)(ﾆ)により主観的に侵害を認識していること

が推認される＞ 

 (ﾎ)長期間に亘ってライセンス契約締結を拒否して

おり， 

  ＜(ﾎ)により侵害継続の事実と意思が認められる＞ 

 (ﾍ)侵害品の売上が，被告企業にとって主要なもので

ある， 

  ＜(ﾍ)により「製品・事業の重要性」が認められる＞ 

の要件を全て満たしたような場合である。 

 上述の①総論(ｲ)～（ﾎ）と，この③(ｲ)～(ﾍ)との対

応関係は以下のとおりである： 

   ①(ｲ)⇔ ③(ｲ)(ﾛ) 

   ①(ﾛ)⇔ ③(ﾊ)(ﾆ) 

   ①(ﾊ)⇔ ③(ﾍ) 

   ①(ﾆ)⇔ ③(ﾊ)(ﾆ) 

   ①(ﾎ)⇔ ③(ﾎ) 

 ここで述べたようなケースは稀であろうが，取締役

の個人責任を追及する必要がある場合には有効となり

うるであろう。 

(2) 過失の推定規定（特許法103条等）との関係 

 上記裁判例（2-2）中で，特許法103条の「過失の推

定」は，あくまで，被疑侵害者たる被告企業になされ

るのであって，当該被告企業の取締役の職務執行につ

いての「悪意あるいは重過失」は，これとは無関係で

ある旨判示されている。 

 そして，取締役の「悪意あるいは重過失」が認めら

れるためには，別途上記の③のような判断が必要とな

ろう。 

 特許法103条で推定される「過失」の対象が，「特許

権侵害行為」であるのに対し，本条の「悪意あるいは

重過失」の対象が，「取締の職務遂行についての任務懈

怠」であるための相違である。 

 ④会社との連帯責任 

 上記裁判例（1-1）及び（1-3）において，裁判所は商

法266条の3を根拠として，取締役と会社に連帯責任を

認めている。 

 ところで商法266条の3第1項にいう「連帯して」と

は，会社の取締役が複数存在する場合に，それらの者

の間で連帯責任を負う，という趣旨であり（龍田節「会

社法」有斐閣91頁参照），取締役と会社が連帯責任を

負うことを意味しないと解される。 

 それでは何故，上記裁判例（1-1）及び（1-3）で裁判

所は，会社との連帯責任を負わせたのであろうか？ 

 私は以下のように考える。 

 即ち，上記裁判例（1-1）及び（1-3）における被告取

締役は「代表取締役」であり，代表取締役について商

法261条第 3項で準用する商法78条 2項で準用する民

法44条1項で「法人は理事其他の代理人が其職務を行

ふに付き他人に加えたる損害を賠償する責に任す」と

ある。 

 もし被告が代表取締役であれば，第3者に対する商

法261条第 3項の損害賠償責任が認定されれば，これ

が民法44条1項の「他人に加えたる損害を賠償する責」

に相当する。そしてその効果として民法44条 1項を根

拠に「法人」がその損害についての賠償責任を負う。 

 そして，商法266条の3による（取締役の）損害賠償

責任と，民法44条 1項による（法人の）損害賠償責任

は，発生原因，賠償額が同じで，密接な関係にあるた

めに連帯債務となる，と考える。 

 

５．結 び 
 知的財産関係の争訟は，他の分野のそれと比べて，

比較的「紳士的」に行われるのが通例であるが，ケー

スによっては，本条の適用を検討すべき場合も存在し

得ると考える。 

 そのような際に，本稿が役立てば幸いである。 

（原稿受領 2002.7.19） 
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